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空空
気気
がが
乾乾
燥燥
　　
火火
災災
にに
注注
意意
！！

3
月
1
日（
土
）か
ら
3
月
7
日（
金
）の
間
は
、
春
の

火
災
予
防
運
動
週
間
で
す
。
空
気
が
乾
燥
し
火
災
が
多

く
発
生
す
る
季
節
に
な
り
ま
す
。
火
災
予
防
の
ポ
イ
ン

ト
を
再
度
考
え
、
火
災
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

火
の
用
心
　
7
つ
の
ポ
イ
ン
ト

1．

家
の
ま
わ
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
を
置
か
な
い
。

2．

寝
た
ば
こ
や
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
を
し
な
い
。

3．

天
ぷ
ら
を
揚
げ
る
と
き
は
、
そ
の
場
を
離
れ
な
い
。

4．

強
い
風
の
と
き
は
、
た
き
火
を
し
な
い
。

5．

子
ど
も
に
は
、
マ
ッ
チ
や
ラ
イ
タ
ー
で
遊
ば
せ
な
い
。

6．

電
気
器
具
は
正
し
く
使
い
、
た
こ
足
配
線
は
し
な
い
。

7．

ス
ト
ー
ブ
に
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
を
近
づ
け
な
い
。

住
宅
防
火
　
い
の
ち
を
守
る7

つ
の
ポ
イ
ン
ト

―
3
つ
の
習
慣
・
4
つ
の
対
策
―

3
つ
の
習
慣

○
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

○
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か
ら
離
れ
た
位
置
で

使
用
す
る
。

○
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と
き
は
、
必
ず
火

を
消
す
。

4
つ
の
対
策

○
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
等
を

設
置
す
る
。

○
家
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
製
品

を
使
用
す
る
。

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、
住
宅
用
消
火
器

等
を
設
置
す
る
。

○
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近

所
の
協
力
体
制
を
つ
く
る
。

石
橋
地
区
消
防
組
合
で
は

こ
の
よ
う
な
啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
！

1．

サ
イ
レ
ン
吹
鳴

3
月
1
日（
土
）か
ら
3
月
7
日（
金
）ま
で
、
午
前
7

時
及
び
午
後
6
時
の
2
回
サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す

（
5
秒
吹
鳴
、
6
秒
休
止
〔
5
回
繰
り
返
し
〕）

2．

住
民
へ
の
広
報

自
治
会
長
等
に
協
力
を
依
頼
し
、
火
災
予
防
運
動
の

広
報
チ
ラ
シ
を
各
家
庭
に
配
布
し
ま
す
。

3．

立
看
板
の
掲
示

立
看
板
用
防
火
ポ
ス
タ
ー
を
消
防
本
部
、
石
橋
消
防

署
、
上
三
川
分
署
、
各
市
町
庁
舎
及
び
主
要
事
業
所
に

掲
示
し
ま
す
。

4．

懸
垂
幕
及
び
旗
の
掲
示

懸
垂
幕
及
び
旗
を
消
防
本
部
、
石
橋
消
防
署
、
上
三

川
分
署
に
掲
示
し
ま
す
。

5．

防
火
ポ
ス
タ
ー
及
び
消
防
壁
新
聞
の
配
布

火
災
予
防
運
動
用
の
防
火
ポ
ス
タ
ー
及
び
消
防
壁
新

聞
を
、
主
要
事
業
所
に
配
布
し
ま
す
。

6．

消
防
車
両
に
よ
る
広
報

消
防
車
両
等
に
よ
り
運
動
期
間
中
管
内
全
域
の
広
報

を
行
う
。
消
防
本
部
、
石

橋
消
防
署
、
上
三
川
分
署

で
は
3
月
1
日（
土
）か

ら
3
月
7
日（
金
）の
間

は
、
一
日
1
回
は
実
施
し

住
民
の
防
火
意
識
の
高
揚

を
図
り
ま
す
。

た
し
か
め
て
　
消
し
た
か
消
え
た
か
　
も
う
一
度
　
　
上
三
川
中
学
校
　
1
年
　
海
老
澤
晴
香
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上三川町消防団
石橋地区消防組合上三川分署 合同の消防演習を行います
春の火災予防運動の一環として、明治中学校で消

防演習を行います。
3月の時期は空気が乾燥し、さらに強風が多い季

節になります。その際に発生した建物火災を想定し
て、通報、避難、救助、火災防ぎょ等の訓練を行い、
地域の住民、消防団員、消防職員及び婦人防火クラ
ブ員と協力体制を築きながら、防災意識の普及を図
ります。
消防団・消防署の合同訓練に参加・見学してはい

かがですか。
※当日は、消防車のサイレンなどが鳴りますが、火
災ではありません。
▼日時＝3月1日（土）午前9時30分（開始）
▼場所＝上三川町立明治中学校校庭

主に行う訓練内容は…
・通報、避難、誘導訓練
・火災防ぎょ及び救出救助訓練
・放水訓練
・水消火器体験
・煙ハウス体験
・起震車体験
・はしご車搭乗体験

※婦人防火クラブによる炊き出し訓練もあります。

▼問い合せ先＝石橋地区消防組合上三川分署　1%6２５６４

総務課　交通防災係　1%6９１１５

はしご車による救助訓練

消防団・上三川分署による放水訓練 検閲を受ける消防団員


